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１ 「障害福祉サービス事業所等物価高騰対策支援金」について

物価高騰の影響を受ける障害福祉サービス事業所等において、可能な限り、入所者又は利用者の負担を
増やすことなく、円滑な運営ができるよう、食材料費や光熱費等の高騰分に係る支援金を交付する。

○ 対象事業所 令和７年１２月１日時点で県内に所在する下表の障害福祉サービス事業所等

○ 支援対象経費 食材料費、光熱費、ガソリン代

対象サービス （※ 詳細は、県ポータルサイトを確認してください。） 食材料費 光熱費 ｶﾞｿﾘﾝ代

入所系 施設入所支援、共同生活援助、療養介護、障害児入所施設（福祉型・医療型） ○ ○ －

通所系
生活介護、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）（宿泊型自立訓練を含む。）、

    短期入所（空床利用型を除く。）、就労移行支援、就労選択支援、就労継続支援 A 型、
    就労継続支援 B 型、児童発達支援、放課後等デイサービス

○
※

○ ○

訪問系
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、就労定着支援、自立生活援助、
居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援

－ － ○

相談系 一般相談支援、特定相談支援、障害児相談支援 － － ○

※ 食事を提供している事業所（出前や市販弁当を購入・提供している場合を除く。）に限る。
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（単位：千円）

入所系 定員２０名未満 276

２０名以上 ４０名未満 828

４０名以上 ６０名未満 1,380

６０名以上 ８０名未満 1,932

８０名以上１００名未満 2,484

１２０名以上１４０名未満 3,588

１８０名以上２００名未満 5,244

２００名以上２２０名未満 5,796

通所系 食事提供あり 244

食事提供なし（出前・弁当方式を含む） 181

訪問・相談系 91

支援金の交付額

支援金の対象は12月1日
時点で指定を受けている
事業所となりますが、
5月1日以降に新規に指定
を受けた事業所について
は、指定日に応じて、左
表の交付額から減じるこ
ととなります。
詳細は、交付要綱等をご
確認ください。
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○受付期間 令和８年１月５日（月）～ 令和８年２月２日（月）※郵送の場合は当日消印有効

○申請方法 原則、オンライン申請フォーム ※やむを得ず電子申請が困難な場合に限り、郵送可

○申 請 先 県が委託する事業者（岐阜県医療機関等物価高騰対策支援金事務局）

○申請書類 申請書（様式１・２）、支払先口座の写し

    ○交付時期 令和８年３月末（予定）

申請方法

支援金の詳細（交付要綱・ＱＡ）やオンライン申請フォームは、ポータルサイトを確認してください。
また、支援金に関する問い合わせは、以下のコールセンターにご連絡をお願いします。

■ 支援金ポータルサイトのＵＲＬ

https://jimukyoku-site.jp/gifu/bukkakoutoutaisakushien/shougaihukushi

■ 支援金コールセンター

電話番号 ０５０－１７５０－８９０５
受付期間 令和８年２月１３日（金）までの平日 ９時～１７時まで

https://jimukyoku-site.jp/gifu/bukkakoutoutaisakushien/shougaihukushi
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２ 「福祉・介護職員等処遇改善等緊急支援補助金」について

○ 障害福祉分野の職員の処遇改善は、令和６年度報酬改定における加算制度一本化や加算率の引上げ等、
これまでの累次の取組みの結果、賃金は改善してきたものの、他産業と比べてまだ差がある状況。

○ 有効求人倍率が高い水準で推移する等、人材不足が厳しい状況にあるため、他職種と遜色のない処遇
改善に向けて、令和８年度障害福祉サービス等報酬改定において、必要な対応が行われる見込み。

○ 報酬改定の時期を待たず、人材流出を防ぐための緊急的対応として、賃上げの支援を行う。

補 助 額 ： 障害福祉従事者１人当たり月額１万円の賃上げに相当する額
対象期間 ： 令和７年１２月～令和８年５月（６か月間）

申
請
イ
メ
ー
ジ

※ サービスごとに交付率を設定し、
各事業所の総報酬にその交付率

     を乗じた額を交付
（国保連において補助額を算出）
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○ 対象サービスや申請時期、申請方法等の詳細については、国の説明会等を踏まえ、今後
決定し、県ホームページにてお知らせします。

県ホームページ 「指定事業者の皆様へＲ７」 https://www.pref.gifu.lg.jp/page/426453.html

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/426453.html
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３．「障害福祉サービス等事業者における経営情報の見える化」について

・ 経営情報の報告について（R7.8月～）

・ 報告方法・報告単位・報告期限等について

・ システムへの入力について

・ よくある質問について
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毎年度、7月末までに
４月１日時点の情報
を情報公表システム
（WAMNET）を利用
して県へ報告
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報告方法・報告単位等について

報告方法

報告対象

報告単位

報告期限

（独）福祉医療機構が運営する情報公表システム（WAMNET）を利用し、直接入力

原則、すべての障害福祉サービス事業者等

原則、サービス単位で報告

毎会計年度終了後、３か月以内

※ 令和６年度決算情報は、令和８年３月末までに報告
※ 令和７年度決算情報は、令和８年４月から入力可能

（ 減 算 ）

毎年度、報告期限までに経営情報の報告がない場合は、未報告減算の対象

例：令和８年３月末日までに報告がなされなかった事業所は、報告の時点
（令和８年４月１日）に遡って減算の対象

報告事項

① 基本情報（法人番号、会計年度、決算月、会計期間、法人が採用する会計基準 等）

② 事業所又は施設の収益及び費用の内容

③ 職種別の職員数・職員給与の状況
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12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

令
和
６
年
度
決
算
情
報

令
和
７
年
度
決
算
情
報

R7.10月～R8.9月  （9月決算）

R7.7月～R8.6月 　（6月決算）

令和７年度

R6.4月～R7.3月 　（3月決算）

R6.7月～R7.6月 　（6月決算）

会計期間

R7.1月～R7.12月　（12月決算）
R7.2月～R8. 1月  （ 1月決算）
R7.3月～R8. 2月  （ 2月決算）

R7.4月～R8.3月 　（3月決算）

令和８年度

R6.10月～R7.9月  （9月決算）

R6.1月～R6.12月　（12月決算）

R6.12月～R7.11月 （11月決算）

①報告期限：3月末

②報告期限：6月末

報告期限：6月末

報告期限：9月末

報告期限：12月末

報告期限の例 令和６年度決算情報（会計年度の始期 R6.1～12月） → 令和８年３月末まで

令和７年度決算情報（会計年度の始期 R7.1～12月） → 会計年度終了後３月以内

注意事項

①令和６年度決算情報の報告は、令和８年
３月末までに入力してください。

②12月決算、１月決算、２月決算の事業所
においては、令和７年度決算情報の報告
を令和８年４月～６月の間に入力してく
ださい。
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障害福祉サービス等情報公表システム（WAMNET）への入力

システムへの経営情報の入力にあたっては、以下の説明資料を参考にしてください。

掲載先： 厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001530140.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001530140.pdf
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よくある質問について
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問い合わせ先

経営情報の報告に関するお問合せについては、国が設置するヘルプデスクまでお願いします。

■ 障害福祉サービス等情報公表システムヘルプデスク

電話番号 ０５７０－６６６－０８１ 平日９時～１７時まで

■ システムに関するお問合せフォーム

https://www.int.wam.go.jp/sec/opndom/wamappl/jssinq.nsf/fInquiry?Open

厚労省ＱＡ

経営情報の報告に関する質疑・回答については、以下の厚生労働省ホームページに掲載されて
いますので、ご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001578807.pdf

https://www.int.wam.go.jp/sec/opndom/wamappl/jssinq.nsf/fInquiry?Open
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001578807.pdf
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４．「こども性暴力防止法」について

・ 法の概要について

・ 犯罪事実確認について

・ 今後のスケジュールについて

・ ＧビズＩＤの取得について
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・児童発達支援

・放課後等デイ
サービス

・居宅訪問型
児童発達支援

・保育所等訪問
支援

障害児に対する

・居宅介護

・同行援護
 
・行動援護

・短期入所

・重度障害者等
包括支援
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（掲載先：こども家庭庁ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ）
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/

basic_page/field_ref_resources/8598f845-

6a0f-45b6-9fcb-

a2196c72bbf0/64826bb5/20251222_council

s_koseibo-jumbi_8598f845_23.pdf

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/8598f845-6a0f-45b6-9fcb-a2196c72bbf0/64826bb5/20251222_councils_koseibo-jumbi_8598f845_23.pdf
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/8598f845-6a0f-45b6-9fcb-a2196c72bbf0/64826bb5/20251222_councils_koseibo-jumbi_8598f845_23.pdf
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/8598f845-6a0f-45b6-9fcb-a2196c72bbf0/64826bb5/20251222_councils_koseibo-jumbi_8598f845_23.pdf
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/8598f845-6a0f-45b6-9fcb-a2196c72bbf0/64826bb5/20251222_councils_koseibo-jumbi_8598f845_23.pdf
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/8598f845-6a0f-45b6-9fcb-a2196c72bbf0/64826bb5/20251222_councils_koseibo-jumbi_8598f845_23.pdf
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■ＧビズＩＤの取得手続き

デジタル庁のホームページをご確認ください。

https://services.digital.go.jp/gbizid/

https://services.digital.go.jp/gbizid/
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５．「障害福祉現場におけるハラスメント対策」について

・ 労働施策総合推進法等の一部を改正する法律について

・ 事業者が講ずべき措置について

・ 対応マニュアル・リーフレットについて

・ 研修・悩み相談窓口のご案内について
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■相談窓口のご案内

・岐阜県福祉人材総合支援センターでは、福祉・介護
業務に従事する方々の悩みごとについて、相談を受
け付けています。

・業務内容のこと、人間関係のことなどをひとりで抱
え込んでいませんか？つらい気持ちを打ち明けるこ
とで、楽になれることがあります。守秘義務は遵守
されますので、安心してご利用ください。

■相談方法

・電話でのご相談 ：058‐273‐2715

・メールでのご相談：support-2715@winc.or.jp

■受付時間

9時00分－17時00分
（12時－13時、土・日・祝日・年末年始を除く）

mailto:support-2715@winc.or.jp


46

＼Point／

１．「障害福祉サービス事業所等物価高騰対策支援金」について

✓ 支援金の申請受付期間は、令和８年２月２日（月）まで（原則、オンライン申請）
✓

２．「福祉・介護職員等処遇改善等緊急支援補助金」について

✓ 令和８年１月をめどに、補助金の要件、申請方法、申請受付期間等を県ホームページで周知

３．「障害福祉サービス等事業者における経営情報の見える化」について

✓ 令和８年３月末までに「令和６年度決算情報」を報告（未報告減算あり）

４．「こども性暴力防止法」について

✓ 令和８年３月末までをめどに、GビズＩＤ（プライム）の取得手続きを

５．「障害福祉現場におけるハラスメント対策」について

✓ 事業所の対策を進めるため、国マニュアルや県福祉人材総合支援センターの研修等の活用を
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